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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】令和2年7月16日(2020.7.16)

【公開番号】特開2018-207040(P2018-207040A)
【公開日】平成30年12月27日(2018.12.27)
【年通号数】公開・登録公報2018-050
【出願番号】特願2017-113543(P2017-113543)
【国際特許分類】
   Ｈ０５Ｋ   7/20     (2006.01)
   Ｈ０５Ｋ   9/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/00     (2006.01)
   Ｈ０１Ｌ  23/36     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０５Ｋ    7/20     　　　Ｆ
   Ｈ０５Ｋ    7/20     　　　Ｂ
   Ｈ０５Ｋ    9/00     　　　Ｕ
   Ｈ０１Ｌ   23/00     　　　Ｃ
   Ｈ０１Ｌ   23/36     　　　Ｄ

【手続補正書】
【提出日】令和2年6月4日(2020.6.4)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　電子部品の周囲に設けられ、上部に接触部を有する金属製の枠体と、
　天板と、前記天板の周縁の全周に沿って設けられた溝部と、前記天板とほぼ直角に設け
られた側板とを備えた金属製の蓋体とを有し、
　前記蓋体が前記枠体と係合したときに、前記側板は前記枠体の外側に位置し、かつ前記
溝部が形成された部位の前記蓋体の面は前記接触部と接触するシールドケース。
【請求項２】
　前記枠体は係合部の一方を有し、
　前記蓋体の前記側板は前記係合部の他方を有し、
　前記蓋体が前記枠体に係合したときに、前記係合部の一方と前記係合部の他方が係合す
る請求項１に記載のシールドケース。
【請求項３】
　前記係合部の一方は突起部であり、前記係合部の他方は穴部また凹部からなる請求項２
に記載のシールドケース。
【請求項４】
　前記係合部の一方は穴部又は凹部からなり、前記係合部の他方は突起部からなる請求項
２に記載のシールドケース。
【請求項５】
　前記電子部品と前記蓋体との間に設けられ、弾性力を有する熱伝達部材をさらに有する
請求項１記載のシールドケース。
【請求項６】
　前記蓋体が前記枠体に係合する際に、前記蓋体は、前記熱伝達部材を圧縮した状態で、
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前記枠体と係合する請求項５に記載のシールドケース。
【請求項７】
　前記蓋体は、前記熱伝達部材と前記接触部によって決められた位置で、前記枠体と係合
する請求項５に記載のシールドケース。
【請求項８】
　基板と、
　前記基板に載置された電子部品の周囲に設けられる金属製の枠体と、
　前記枠体に嵌め合わされ、上面の外周縁に沿って設けられた溝部を有する金属製の蓋体
と、
　前記電子部品と前記蓋体との間に設けられ、弾性力を有する熱伝達部材と、を備え、
　前記蓋体が前記枠体と係合したときに、前記蓋体の溝部が、前記枠体の上部に設けられ
た溝部当接部に接するとともに、前記熱伝達部材が圧縮された状態で前記蓋体が前記枠体
と係合するシールドケース。
【請求項９】
　前記熱伝達部材及び前記溝部当接部によって、前記蓋体と前記枠体との嵌合位置が設計
上の位置に設定され、前記電子部品からの電磁ノイズがシールドされるものである請求項
８記載のシールドケース。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００５】
　一実施形態によれば、シールドケースは、金属製の枠体と、金属製の蓋対とを有する。
枠体は、電子部品の周囲に設けられ、上部に接触部を有する。蓋体は、天板と、前記天板
の周縁の全周に沿って設けられた溝部と、前記天板とほぼ直角に設けられた側板とを備え
る。前記蓋体が前記枠体と係合したときに、前記側板は前記枠体の外側に位置し、かつ前
記溝部が形成された部位の前記蓋体の面は前記接触部と接触する。
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